
！ 但し、受注者の社内で必要とされる工事書類の作成を妨げるものでは
ありません。

また、法令等に規定された書類の作成は適正に行って下さい。

令和６年４月

千葉県 県土整備部



土木工事書類スリム化ガイドの追加項目

改善点追加項目掲載箇所

業務の効率化
・設計照査の後に工事内容が確定されてから施工
計画書を作成し提出すれば良い！

①施工計画書

提出書類の削減
・変更施工計画書は、変更箇所のみ提出すれば良
い！

②変更施工計画書

提出書類の削減

・施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限と
する
・「作業員名簿」の変更は他様式の変更に併せて提
出すれば良い
・「作業員名簿」の添付書類は提出不要

③施工体制台帳

受注者の負担軽減
・照査の結果により生じた、計画の見直し、図面の作
成、構造計算、追加調査等の書類作成は発注者の
責任で実施

④設計図書の照査

提出書類の削減
・登録は書類不要登録の確認にあたり書類の作成
は不要

⑤コリンズ
（CORINS）登録

受注者の負担削減
・発注者が発議する資料は、発注者が作成する。
・添付する資料は、必要最小限かつ簡潔で良い（確
認できれば良い）

⑥工事打合せ簿

提出書類の削減
・マニフェストは監督職員への提示のみ、コピーの提
出は不要

⑦産業廃棄物管理
表（マニフェスト）

提出書類の削減・電子ミルシートでも良い。⑨材料確認書

時間削減・遠隔臨場を活用し、効率的な施工管理を実施⑩臨場確認

提出書類の削減
・説明資料は簡潔に作成し、最大でも１０項目までの
提出

㉓創意工夫・社会
性等に関する実施
状況

紙書類の削減・原則、ＡＳＰを活用し書類は電子データで管理㉔書類を電子化
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業務効率

例１：工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事中

の数量の増工や工期のわずかな変更

数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しな
い場合は、新たに変更施工計画書の提出は要しない。

例２：現場代理人等の変更に伴う組織表の変更
提出不要

実施工の無い概算・概略
範囲の施工計画書は不要

準備工着手にあたっての必要項目

施工計画書

 現場組織表

 準備工の施工方法

 安全管理

 緊急時の体制及び対応

 再生資源の利用の促進と

建設副産物の適正処理方法

（必要に応じ提出）

 法定休日・所定休日

（週休二日の導入）

工事用道路

休憩所設置

• 変更施工計画書は、変更が生じないページを改めて提出する必要は無い。

• 項目の追加等によるページ番号、項目番号等の修正を行う必要は無い。

書類削減

１

• 設計照査による施工内容の指示がされてから、施工計画書を提出すれ
ば良い。

• 準備工の着手にあたっては、必要最小限の項目において施工計画書を
提出すれば良い。



施工体制台帳の作成範囲

○ 建設業許可や警備業認定証の写し
○ 請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し
○ 監理技術者などの技術者届の写し
○ 見積依頼書の添付図面
○ 技術者配置要件以外の資格や実務経歴の写し

○ 外国人就労者関係の書類（外国人建設就労者等建設現場入場届出書等）

建設工事の請負契約に該当しない
資材納入、運搬業務、測量業務な
どについて作成の必要はない

（作業員名簿含む）

（作業員名簿含む） （作業員名簿含む）

（作業員名簿含む） （作業員名簿含む）

【 施工体制台帳に添付が不要な書類の事例 】（ 「作成が不要な書類」では無いため受注者で適切に保管）

施工体制台帳の構成

※建設業法施行規則改正（令和２年１０月１日施行）により、「作業員名簿」が施工体制台帳の一部となった

２

元請業者Aが作成しなければならない書類 一次下請Bが作成しなければならない書類

一次下請Dが作成しなければならない書類 二次下請Eが作成しなければならない書類

施工体制台帳を作成しなければならない範囲



提出不要

ふりがな
生年月日

健康保険 建設業退職金

共済制度
教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 入場年月日

元 請 確

認 欄

簿名
日 作 成 )

員
年 月

業
（

作

事 業所の名 称

（ 次) 会社名
・事業者ID

一次会社名
・事業者ID

者に提示することについて、記載者本人

は同意しています。

職
種 ※

実施年月日
免 許技能講習

特別教育共済制度保険雇用
年齢

技能者ID

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

歳

年 月 日

歳

年 月 日

歳

年 月 日

歳

作業員名簿 （併せて提出）

変更

• 他様式に変更が生じない場合は、工事着手時と工事完成時に提出すれば良い。

「作業員名簿」の変更は、都度、提出する必要は無く、
他の様式の変更のタイミングに併せて提出すれば良い

提出不要

作成不要

＋

○ 発注者との契約書の写し
○ 下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し

（注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し）

○ 元請負人の配置技術者が主任（監理）技術者資格を有することを証する書面
（監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る）

○ 監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
○ 専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面

（国家資格等の技術検定合格証明証等の写し）

○ 元請の主任（監理）技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し

（健康保険証等の写し）

【 施工体制台帳に添付を必要とする書類】 （建設業法施行規則第１４条の２第２項）

工事担当技術者台帳 役割分担表

《 参 考 》 年月日：

資格内容

体

業 の

可

名称

び

内容

門

者名

主 任 技 術 者 名 非専任

担 当

工 事 内 容

担 当

工 事 内 容

内容

補佐

施 工 体 制 台 帳
制 台 帳 様 式 例 - 1

名・事業者ID]

施工

[会社

[事業 所名・現場ID]

許 可 （ 更新） 年月日

年 月 日

許可番号

大臣 特定
第 号

知事 一般

許可業種

工事業建 設

許

年 月 日
大臣 特定

第 号
知事 一般工事業

工事

及

工事

資格内容

専 門

監理技術者

名

専

技術者名

資格内容

技術

資格

発注者名

及 び 〒
住 所

自 年 月 日

工 期 契約日 年 月 日

至 年 月 日

区分 名 称 住 所
契 約

営 業 所 元請契約

下請契約

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
保険加入

加入 未加入 加入 未加入 加入 未加入
健 康 保 険 の有無

適用除外 適用除外 適用除外
等の加入

状況 事業所 区 分 営 業 所 の名 称 健 康 保険 厚 生 年 金保 険 雇 用 保険

整理記号 元請契約

等 下請契約

発注者の 権限及び意見
監督員名 申出方法

監督員名
権限及び意見

申出方法

現 場 権限及び意見
代理人名 申出方法

監理技術者名 専任

他の様式
変更

作業員名簿の資格・免許等の
添付書類は提出不要

３

作成不要



【発注者が実施する部分】
照査結果により生じた、計画の見直し、図面の再作成、構造計算の
再計算、追加調査等

【受注者が実施する部分】
設計照査の結果を説明するための資料作成
（現地地形図、設計図書との対比図、取り合い図、施工図等

実施徹底

• 登録の確認依頼は、コリンズのシステムからの監督職員へのメール
送信のみ。

※ 別途、紙の確認資料の提出は不要

• 監督職員はメール送信された登録内容を確認の上、送信されたメー
ルに直接「本件の登録を認める」こと記載し、返信すれば良い。

※署名、押印は不要であり、紙資料の打ち出し不要

• 変更時と工事完成時の間が土・日曜日、祝日を除き１０日に満たな
い場合は、変更時の登録は不要。

書類削減

４



• 工事目的物の変更に伴う指示資料は発注者が作成すべきである。

実施徹底

【発注者が作成すべき書類】

照査結果により生じた

◼計画の見直し

◼図面の再作成

◼構造計算の再計算

◼追加調査 など

実施徹底

受注者 発注者協議

既存資料、図面を添付

（内容が確認出来れば良い）

発注者は受注者に

過度な説明資料は求めない

基準類のコピーの添付不要
様式－ ９

（内容）

•

監督員

主 任監

督員

総 括

監督員

主 任
（監 理）技
術者

現 場代

理人

処

理

回

答 □その他

年月日：

受
注
者

上 記 に つ い て □ 承 諾 □ 協 議 □ 提 出 □ 報 告 □ 受 理 し ま す 。

添付図 葉、その他添付図書

上 記 に つ い て □ 指 示 □ 承 諾 □ 協 議 □ 提 出 □ 受 理 し ま す 。

□その他

年月日：

発

注

者

発議事項

□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他 （ ）

工事名 ○○橋梁下部工事

工 事 打 合 せ 簿
発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○月○日

○○○○○の施工について

○○工事について、設計図書の深度に達する前に、○○が打ち込み不能となり、

○○工を添付のとおり施工したく、土木工事共通仕様書○－○－○－○○項に基づき協議します。

• 工事目的物の変更に伴う指示資料は発注者が作成すべきである。監督職
員、現場技術員は、過度な説明用の資料の作成や添付を求めないこと。

• 資料を添付する場合は、極力、既存図面や既存資料を活用。（内容が確
認出来れば良い。）

• 共通仕様書等、HP等で入手可能な一般的な基準類のコピーの添付は不要。

５



• マニフェストのコピーの提出は不要。

• 契約数量の根拠は、集計表のみの提出とし、マニフェストの提示を受け
た監督職員、現場技術員が集計表を確認。

※発注者は最終処分の確認をしたときは、「建設副産物の最終処分の確
認書」を作成し、検査監が確認する。

提出不要

６

※監督職員への提示でよいが、監督職員から請求があった場合は、

写しを提出するものとする。

提出不要



• 設計図書及び監督職員に確認を指定された材料以外は、事前に監督職
員の確認を受ける必要はない。

• 提出するミルシートは、電子ミルシートでも良い。

●設計図書（図面・仕様書等）に記
載されていない材料

●監督職員に指定されていない材料
（施工計画書作成時に受発注者で対
象材料と指定していない材料）

提出不要

提出不要

材料確認書

７

提出不要



• 施工計画書作成段階で、受注者と発注者で必要な工種、頻度等を確
認し、過度な臨場確認を行わない。

時間削減

• 遠隔臨場の活用は、移動時間の軽減や立会の待ち時間の軽減となり、
受注者にとっても、発注者にとっても効率的な確認立会の実施に効果
的。

• ただし、遠隔臨場の対象工事は、「監督職員が現場に行かなくて良い」
ものではない。

• 遠隔臨場の活用により創出された時間を有効に活用し、監督職員は必
要な現場の確認に努めることが重要。

時間削減

（参考） 現場技術員の業務内容（工事監督支援業務共通仕様書抜粋）

• 業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等

• 業務対象工事の施工状況の照合等

• 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

提出不要

８



段階確認書に添付する資料は、受注者が作成した出来形管理資料に
監督職員等が確認した実測値を手書きで記入した資料のみ。

受注者は段階確認のために、新たに資料を作成する必要はありません。

監督職員に代わり、担当技術者が臨場する場合、監督職員への説明
に必要となる資料は、担当技術者が自ら作成することになっています。

※ 段階確認書と同様の扱いとします。

出来形管理図表や設計図等に
実測値を手書きで記入した資
料を添付

（監督職員等が

立会った）

状況写真

別途作成の

確認結果様式

設計値 〇〇

実測値 〇〇

監督職員等が段階確認に臨場した場合、受注者は監督職員等の
立会い状況写真は不要です。

作成・添付不要

添付不要

様式-11

年月日：

共通仕様書　第 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。

印

年月日：

監督職員名：

年月日：

上記について、段階確認を実施し確認した。

監督職員名： 印

○　○　○　○
㈱ ○ ○ 建設受注者名：

現場代理人名等：

段　階　確　認　書

施　工　予　定　表

平成 ○年 ○月 ○日

特記仕様書

工事名 ○　○　○　○　工事

記　　　事

矢板工 鋼矢板 打込み時　長さ 平成○年○月○日～○日 ※監督職員が記事、受理日等を記入

種　　　別 細　　　別 確認時期項目 施工予定時期

平成 ○年 ○月 ○日

通　　知　　書

〇〇　〇〇

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。

※実施年月日及び特記事項を記入矢板工 鋼矢板 打込み時　長さ 平成○年○月○日

平成 ○年 ○月 ○日

〇〇　〇〇

確　　認　　書

段階確認書

※担当技術者:工事監督支援業務の担当技術者

９



１０

※但し、現道上の工事については、書面により提出する必要があります。

連絡不要

排ガス・低騒音機械の確認書は、監督職員等が
施工プロセスのチェックリストで確認できるため、
検査時の確認写真を作成する必要はありません。

排ガス・低騒音機械

確認写真

メーカー名 〇〇

形式名 〇〇

指定番号 〇〇
写真撮影不要

・特殊車両の走行中の写真撮影は不要

連絡不要



１１

安全教育及び安全訓練等の実施状況を

記録した資料を整備・保管し、監督職員の

請求があった場合は、直ちに提示できる

体制とし、監督職員に提出する必要はない。

安全訓練

〇年〇月

工事名：○○工事

会社名：〇〇

提出不要

実施工程表は、受注者が実際現場の工程管理で作成している
ものを提示することで差し障りはない。（監督職員請求時のみ
提出）

履行報告時添付写真は、監督職員から請求があった場合、提出
するものとする。

【履行報告時添付写真】

監督職員から請求が

あった場合、提出する。

提出不要

工事履行報告書 履行報告時添付写真



① 測定結果総括表、② 測定結果一覧表、④ 品質管理図（工程能力
図） 、⑤ 度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代
用可能なため不要とする。（測点数に関わらず、作成不要とする。）

品質管理図（工程能力図） 度数表（ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ）

作成不要

１２

③ 品質管理図表において、測定数が１０点未満の場合は、③品質管
理図表の表のみとし､同図表の図（管理図）については作成不要とする。

【品質管理図表】

測点数が10点未満の場合、
管理図は作成不要

※表は作成する。

品質管理図表

管理図

作成不要



③ 出来形管理図表において、測定数が5点未満の場合は、③出来形管
理図表の表のみとし､同図表の図（管理図）については作成不要とする。

【出来形管理図表】

測点数が5点未満の場合、
管理図は作成不要

※表は作成する。

出来形管理図表

管理図

作成不要

１３

① 測定結果総括表、② 測定結果一覧表、④ 出来形管理図（工程能
力図） 、⑤ 度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて
代用可能なため不要とする。（測点数に関わらず、作成不要とする。）

出来形管理図（工程能力図）

作成不要



工事打合せ簿等により、
実施報告書を作成する必要
はありません。

〇〇工事

現場環境改善

実施報告書

現場環境改善

実施写真

【実施写真】
※現場環境改善の写真撮影は、
土木工事写真管理基準に則り、
これまで通り必要です。

作成不要

１４

工事写真の原本を電子媒体で提出する場合は「デジタル

写真管理情報基準」に基づき整理し提出するものとし、

この場合、工事写真帳の提出は不要である。

〇〇工事

工事写真帳

工種 〇〇

施工箇所 〇〇

工種 〇〇

施工箇所 〇〇

工種 〇〇

施工箇所 〇〇

提出不要



「電子納品運用ガイドライン」 の

「事前協議チェックシート（工事用）」に基づき協議する。

事前協議チェックシート（工事用）

同一書類を紙媒体と電子媒体の両方により納品することは、
原則として禁止します。

「電子納品運用ガイドライン【土木工事編】参照」

１５

実施徹底



• 「自ら立案実施した創意工夫や技術力」及び「地域社会や住民に対
する貢献」として評価できる項目について、１工事につき最大１０
項目まで提出可能。

• １０項目を超過した提出は認めない。

• 創意工夫・社会性に関する実施状況

書類削減

受注者名工 事 名

実施内容評価内容項 目

・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等

□施工□創意工夫

自ら立案実施した
創意工夫や技術力

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用

□新技術活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等

□品質

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等

□安全衛生

・若手や女性技術者の登録など、担い手確保に向けた取り組み□働き方改革

・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等

□地域への貢献等□社会性等

地域社会や住民に
対する貢献

• ＡＳＰ（情報共有システム）は、書類の作成や受発注者間のやりと
りをＷＥＢを通して行うシステムで、書類を電子データで管理。

• 「工事書類の処理の迅速化」を図り、建設現場の働き方改革、生産
性向上に寄与。

• ＡＳＰ（情報共有システム）のシステム選定や契約にあたり、利用
開始日や必要ユーザー数などの監督職員への確認書類の提出は不要。
（電話やメール等による確認で良い。）

書類削減

１６



材料確認書及び段階確認書、確認・立会依頼書等において、
監督職員に代わり担当技術者が臨場する場合、担当技術者が監
督職員への説明に必要となる資料を新たに受注者が作成する必
要はありません。

！

URL http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/koukyoujigyou/kouji-manyual.html

E-mail gijutu3-es@mz.pref.chiba.lg.jp

TEL ０４３－２２３－３２７３

FAX ０４３－２２７－１０７５

発行 千葉県県土整備部技術管理課

土木工事書類作成マニュアルにおいて作成不要としている書
類（写真等）を添付しても、工事成績では評価されません。

１７
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